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○
総
務
省
令
第
百
三
十
二
号

現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
二

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
二
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

み
な

し
配

当
の

％
相

当
額

の
控

除
額

国
際

戦
略

総
合

特
別

区
域

及
び

雇
用

者
の

数
の

増
加

第
六
号
様
式
の
表
中
「

2
5

」
を
「

に
係

る
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額
①

＋
②

－
③

－
④

＋
⑤

①
＋

②
＋

③
－

④
＋

⑤
所

得
金

額
法

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

（

（

）

（3
5

）
）

（

（

）

（4
4

）
）
」
を

人
税

の
明

細
書

別
表

４
の

又
は

個
別

所
得

金
額

法
人

税
の

明
細

書
別

表
４

の
２

付
表

の

「

（

（

）

（3
7

）
）

（

（

）

所
得

金
額

法
人

税
の

明
細

書
別

表
４

の
又

は
個

別
所

得
金

額
法

人
税

の
明

細
書

別
表

４
の

２
付

表

の
法

人
税

の
所

得
金

額
法

人
税

の
明

細
書

別
表

４
の

又
は

個
別

所
得

金
額

法
人

税
の

（4
6

）
）
」
に
、
「

（

（

）

（4
4

）
）

（
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明
細

書
別

表
４

の
２

付
表

の
法

人
税

の
所

得
金

額
法

人
税

の
明

細
書

別
表

４
の

又
は

（

）

（5
0

）
）
」
を
「

（

（

）

（4
6

）
）

個
別

所
得

金
額

法
人

税
の

明
細

書
別

表
４

の
２

付
表

の
使

用
す

る
こ

（

（

）

（5
2

）
）
」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「

と
な

お
事

業
税

及
び

地
方

法
人

特
別

税
に

係
る

仮
決

算
に

基
づ

く
中

間
申

告
は

そ
の

税
額

が
予

定
申

告
に

」
の
下
に
「

。
、

、

係
る

税
額

を
超

え
な

い
と

き
に

限
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

又
は

清
算

所
得

金
額

」
を
加
え
、
同
様
式
記
載
要
領

中
「

。

12

別
表

４
の

別
表

４
の

別
表

４
の

２
付

表

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領

中
「
（

）

（3
5

）
」
を
「
（

）

（3
7

）
」
に
、
「
（

15

）

（4
4

）
」
を
「
（

）

（4
6

）
」
に
、
「

（4
4

）
」
を
「

（4
6

）
」
に
改
め
る
。

の
別

表
４

の
２

付
表

の
仮

計
仮

計

み
な

し
配

当
の

％
相

当
額

の
控

除
額

国
際

戦
略

総
合

特
別

区
域

及
び

雇
用

者
の

数

第
六
号
様
式
別
表
一
の
表
中
「

2
5

」
を
「

の
増

加
に

係
る

連
結

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

に
係

る
個

別
帰

属
額

又
は

国
際

戦
略

総
合

特
別

区
域

及
び

雇
用

者
の

数
の

増
加

に
係

る
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額
①

＋
②

－
③

①
＋

②
＋

③
完

全
子

会
社

・
非

完
全

子

」
に
、
「
（

）
」
を
「
（

）
」
に
、
「

会
社

特
定

連
結

子
法

人
・

非
特

定
連

結
子

法
人

の
規

定
に

よ
り

加
算

さ

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
４
中
「

れ
た

金
額

同
条

第
６

項
又

は
第

７
項

及
び

第
条

の
の

規
定

に
よ

り
加

算
さ

れ
た

金
額

同
法

第
条

の
９

第
６

（

」
を
「

6
8

1
5

（

6
8

」
に
、
「

）
」
を
「

）

4
2

1
1

」
に
改
め
る
。

項
又

は
第

７
項

部
分

を
除

く
部

分
を

除
く

及
び

第
条

の
第

５
項

。
。

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
六
号
様
式
別
表
二
の
三

（
別
紙
①
）

挿
入

並
び

に
み

な
し

配
当

金
額

の
一

部
の

還
付

を
受

け
た

額
若

し
く

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
記
載
要
領
１
中
「

」
を
削
り
、
「

は
第

項
又

は
地

方
税

法
施

行
令

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令

昭
和

年
政

令
第

号
附

則
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

1
5

（

4
2

1
1
4

）」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
「

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
同

令
に

よ
る

改
正

前
の

政
令

第
９

条
第

２
項

又
は

第
項

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
二
の
三
記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
二
の
三
記

又
は

第
８

号
様

式
又

は
第

８
号

様
式

み
な

し
配

当
金

額
の

う
ち

還
付

を
受

け
た

額
②

の
欄

を
除

く

載
要
領
３
及
び
同
様
式
別
表
二
の
三
記
載
要
領
４
中
「
（
「

」

。

）
」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
別
表
三
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
別
表
三
記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
三
記

又
は

第
８

号
様

式

第
９

条
の

７
第

項
第

９
条

の
７

第
項

第
９

条

載
要
領
４

中
「

2
1

」
を
「

1
8

」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
三
記
載
要
領
４

中
「

(1)

(2)

3
0

」
を
「

2
5

」
に
改
め
る
。

の
７

第
項

第
９

条
の

７
第

項

第
六
号
様
式
別
表
三
の
二
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
別
表
三
の
二
記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式

又
は

第
８

号
様

式

第
９

条
の

７
第

項
及

び
第

条
の

第
項

第
９

条
の

７
第

項
及

び
第

条
の

別
表
三
の
二
記
載
要
領
５

中
「

2
1

4
8

1
3

2
2

」
を
「

1
8

4
8

(1)

第
項

第
９

条
の

７
第

項
及

び
第

条
の

第
項

第
９

1
3

1
9

」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
三
の
二
記
載
要
領
５

中
「

3
0

4
8

1
3

3
1

」
を
「

(2)
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2
5

4
8

1
3

2
6

」
に
改
め
る
。

条
の

７
第

項
及

び
第

条
の

第
項

第
六
号
様
式
別
表
四
記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
四
記
載
要
領
４

及
び
同
様
式
別
表
四

又
は

第
８

号
様

式

(2)

記
載
要
領
５

中
「

1
8

」
を
「

1
5

」
に
改
め
る
。

第
９

条
の

７
第

項
第

９
条

の
７

第
項

(2)

第
六
号
様
式
別
表
四
の
二
記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
る
。

又
は

第
８

号
様

式

第
六
号
様
式
別
表
四
の
二
の
三
記
載
要
領
１
中
「

1
8

」
を
「

1
5

」
に
改
め
る
。

第
９

条
の

７
第

項
第

９
条

の
７

第
項

第
六
号
様
式
別
表
四
の
二
の
四
記
載
要
領
１
中
「

2
1

」
を
「

1
8

」
に
改
め
る
。

第
９

条
の

７
第

項
第

９
条

の
７

第
項

第
六
号
様
式
別
表
四
の
二
の
五
記
載
要
領
１
中
「

3
0

」
を
「

2
5

」
に
改
め
る
。

第
９

条
の

７
第

項
第

９
条

の
７

第
項

第
六
号
様
式
別
表
四
の
二
の
六
記
載
要
領
１
中
「

2
1

4
8

1
3

2
2

」
を
「

1
8

第
９

条
の

７
第

項
及

び
第

条
の

第
項

第
９

条
の

７
第

4
8

1
3

1
9

」
に
改
め
る
。

項
及

び
第

条
の

第
項

第
六
号
様
式
別
表
四
の
二
の
七
記
載
要
領
１
中
「

3
0

4
8

1
3

3
1

」
を
「

2
5

第
９

条
の

７
第

項
及

び
第

条
の

第
項

第
９

条
の

７
第

4
8

1
3

2
6

」
に
改
め
る
。

項
及

び
第

条
の

第
項

第
六
号
様
式
別
表
四
の
三
記
載
要
領
中
「

」
を
「

」
に

第
７

号
様

式
第

８
号

様
式

又
は

第
９

号
様

式
又

は
第

７
号

様
式

、
、

改
め
る
。
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負
の

場
合

は
零

と
す

る
マ

イ
ナ

ス
の

場
合

は
０

こ
え

る
第
六
号
様
式
別
表
四
の
四
の
表
中
「
（

）
」
を
「
（

）
」
に
、
「

。

超
え

る
第

８
号

様
式

又

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
四
の
四
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
別
表
四
の
四
記
載
要
領
２
中
「、

」
を
削
る
。

は
第

９
号

様
式

所
得

金
額

又
は

個
別

所
得

金
額

法
人

税
の

明
細

書
別

表
４

の
又

は
法

人
税

の

第
六
号
様
式
別
表
五
の
表
中
「

（

（

）

（3
5

）

（

）

（4
4

）
）
」
を
「

（

（

）

（3
7

明
細

書
別

表
４

の
２

付
表

の
所

得
金

額
又

は
個

別
所

得
金

額
法

人
税

の
明

細
書

別
表

４
の

）

（

）

（4
6

）
）
」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
五
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
別
表
五

又
は

法
人

税
の

明
細

書
別

表
４

の
２

付
表

の

記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
る
。

又
は

第
８

号
様

式

又
は

第
８

号
様

式
第

６
号

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
記
載
要
領
１
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
五
の
二
記
載
要
領
２
中
「

1
1

」
を
「

1
1

」
に
、
「

1
1

」
を
「

様
式


＋
同

様
式


－
別

表


第
６

号
様

式


＋
同

様
式


－
別

表


別
表

５


－
別

表


1
1

」
に
、
「

（3
4

）
」
を
「

（3
6

）
」
に
、
「

（4
3

）
」
を
「

別
表

５


－
別

表


別
表

４
の

別
表

４
の

別
表

４
の

２
付

表
の

（4
5

）
」
に
改
め
る
。

別
表

４
の

２
付

表
の

課
税

標
準

の
特

例
に

係
る

控
除

額
㉕

課
税

標
準

の
特

例
に

係
る

控
除

額
㉖

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
の
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。
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第
六
号
様
式
別
表
六
記
載
要
領
１
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
六
記
載
要
領
２
中
「

1
1

又
は

第
８

号
様

式
附

則
第

９
条

第
」
を
「

1
0

」
に
改
め
る
。

項
附

則
第

９
条

第
項

の
規

定

第
六
号
様
式
別
表
七
記
載
要
領
中
「

」
を
削
る
。

又
は

第
８

号
様

式

第
六
号
様
式
別
表
八
の
表
中
「
別
紙
②

挿
入
」
を
「
別
紙
③

挿
入
」
に
改
め
る
。

損
害

保
険

会
社

又
は

損
害

保
険

会
社

若
し

く
は

又
は

第
８

号
様

第
六
号
様
式
別
表
八
記
載
要
領
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
る
。

式

第
六
号
様
式
別
表
九
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
別
表
九
記
載
要
領
２
並
び
に
同
様
式
別
表
十
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
別
表

十
記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
る
。

又
は

第
８

号
様

式

第
六
号
様
式
別
表
十
一
の
表
中
「
別
紙
④

挿
入
」
を
「
別
紙
⑤

挿
入
」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
１
、
同

様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
２
及
び
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
３
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
十
一
記
載

又
は

第
８

号
様

式

同
条

第
３

項
若

し
く

は
現

下
の

厳
し

い
経

済
状

況
及

び
雇

用
情

勢
に

対
応

し
て

税
制

の
整

備
を

図

要
領
３

中
「

」
の
下
に
「

（

2
3

8
2

）

（

る
た

め
の

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
平

成
年

法
律

第
号

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

法

「

2
3

」

）

5
9

」
を
加
え
、
同
様
式
別
表
十
一
記
載

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

平
成

年
旧

法
人

税
法

と
い

う
第

条
第

３
項

。
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要
領
３

中
「

」
の
下
に
「

2
3

5
9

」
を
加
え
、
同
様
式
別
表
十
一
記

同
条

第
３

項
若

し
く

は
平

成
年

旧
法

人
税

法
第

条
第

３
項

載
要
領
４

中
「
「

」

「

」
」
を
「
「


の

金
額

を
控

除
す

る
前

の
所

得


及
び




又
は


の
う

ち
最

も
少

な
い

金
額


、

」

「

」
」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
十
一


の

金
額

を
控

除
す

る
前

の
所

得


及
び




又
は


の
う

ち
最

も
少

な
い

金
額


、


の

金
額

を
控

除
し

た

記
載
要
領
４

を
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
４

と
し
、
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
４

中
「
「

後
の

所
得


及
び




又
は


の
う

ち
最

も
少

な
い

金
額



の

金
額

を
控

除
し

た
後

の
所

得


及
び

」

「

」
」
を
「
「

」

、

「

」
」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
４

を
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要




又
は


の
う

ち
最

も
少

な
い

金
額


、

領
４

と
し
、
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
４

の
次
に
次
の
記
載
要
領
を
加
え
る
。


適

用
年

度
終

了
の

時
に

お
け

る
資

本
金

等
の

額


の
欄

平
成

年
４

月
１

日
以

後
に

開
始

す
る

事
業

年
度

に

「

」

2
3

お
い

て
法

人
税

法
第

条
第

３
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

法
人

5
9




又
は


の
う

ち
最

も
少

な
い

金
額


及
び




又
は


の
う

ち

第
六
号
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
５
中
「
「

」

「

、
、

最
も

少
な

い
金

額





又
は


の
う

ち
最

も
少

な
い

金
額


及
び




又
は


の
う

ち
最

も
少

な
い

」
」
を
「
「

」

「

、
、

」
」
に
改
め
、
「

5
9

」
の
下
に
「

2
3

5
9

」
を
加
え
、
「

」

金
額


第
条

第
３

項
又

は
平

成
年

旧
法

人
税

法
第

条
第

３
項

ま
っ

消

を
「

」
に
改
め
る
。

抹
消
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第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
表
中
「

」
を
「

」

特
定

資
本

関
係

前
控

除
未

済
欠

損
金

額
等

支
配

関
係

前
控

除
未

済
欠

損
金

額
等

に
改
め
る
。

又
は

清
算

所
得

金
額

第
８

号
様

式
又

第
六
号
様
式
別
表
十
四
の
表
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
十
四
記
載
要
領
１
中
「、

」
を
削
る
。

は
第

９
号

様
式

第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式

削
除若

し
く

は
同

条
第

項
又

は
同

条
第

項
又

は
平

成
年

９
月

第
九
号
の
二
様
式
記
載
要
領
１
中
「

4
1

」
を
「

4
1

」
に
改
め
、
「

2
2

日
以

前
に

解
散

合
併

に
よ

る
解

散
を

除
く

を
し

た
法

人
が

支
払

を
受

け
る

利
子

等
に

つ
い

て
課

さ
れ

た
利

子
割

額
が

3
0

（

）

。

あ
る

場
合

に
お

い
て

そ
の

利
子

割
額

を
地

方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

平
成

年
法

律
第

４
号

第
１

条
の

規
定

（

2
2

）

、

に
よ

る
改

正
前

の
地

方
税

法
第

条
第

項
の

規
定

に
よ

り
法

人
税

割
額

か
ら

控
除

し
よ

う
と

す
る

と
き

同
条

第
項

の
規

5
3

3
1

4
5

、

定
に

よ
り

充
当

し
よ

う
と

す
る

と
き

若
し

く
は

同
条

第
項

の
規

定
に

よ
り

還
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

第
８

4
6

」
及
び
「、

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「

」
を
削
る
。

号
様

式
又

は
第

９
号

様
式

第
８

号
様

式
又

は
第

９
号

様
式

、

第
十
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
号
様
式

（
別
紙
⑥
・
別
紙
⑦
）

挿
入

第
７

号
様

式
又

は
第

７
号

様
式

第
８

号
様

式
又

は
第

９
号

様
式

第
十
号
様
式
記
載
要
領
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

、
、

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め

第
７

号
様

式
第

８
号

様
式

又
は

第
９

号
様

式
又

は
第

７
号

様
式

、
、

当
期

中
の

残
余

財
産

の
一

部
の

分
配

又
は

引
渡

し
の

額
の

う
ち

清
算

所
得

に
相

当
す

る
部

分
の

金

、
同
様
式
記
載
要
領
３
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

額
に

係
る

法
人

税
相

当
額

⑦
退

職
年

金
等

積
立

金
に

係
る

法
人

税
額

⑤
差

引
計

⑧
差

引
計

⑥

め
、
同
様
式
記
載
要
領
８
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

⑫
の

欄
⑩

の
欄

分
割

課
税

標
準

額
㉕

分
割

課
税

標
準

額
㉒

」
を
「

」
に
改
め
る
。

差
引

計
⑧

差
引

計
⑥

第
十
号
様
式
別
表
の
表
中
「
（

1
0

）
」
を
「
（

1
0

）
」
に
改
め
る
。

第
号

様
式

の
⑰

第
号

様
式

の
⑭

第
２

条
第

号
の

７
の

４
第

２
条

第
号

第
十
号
の
三
様
式
記
載
要
領
５
及
び
第
十
号
の
四
様
式
記
載
要
領
５
中
「

1
2

」
を
「

1
2

」
に
改
め
る
。

の
７

の
３

第
十
三
号
様
式
記
載
要
領
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

承
認

指
定

み
な

し
配

当
の

％
相

当
額

の
控

除
額

国
際

戦
略

総
合

特
別

区
域

及
び

雇
用

者
の

数
の

増

第
二
十
号
様
式
の
表
中
「

2
5

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

加
に

係
る

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

①
＋

②
－

③
－

④
＋

⑤
①

＋
②

＋
③

－
④

＋
⑤
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み
な

し
配

当
の

％
相

当
額

の
控

除
額

国
際

戦
略

総
合

特
別

区
域

及
び

雇
用

者
の

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
表
中
「

2
5

」
を
「

数
の

増
加

に
係

る
連

結
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額
に

係
る

個
別

帰
属

額
又

は
国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
者

の
数

の
増

加
に

係
る

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

①
＋

②
－

③
①

＋
②

＋
③

完
全

子
会

社
・

非
完

全

」
に
、
「
（

）
」
を
「
（

）
」
に
、
「

子
会

社
特

定
連

結
子

法
人

・
非

特
定

連
結

子
法

人
の

規
定

に
よ

り
加

算

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
４
中
「

さ
れ

た
金

額
同

条
第

６
項

又
は

第
７

項
及

び
第

条
の

の
規

定
に

よ
り

加
算

さ
れ

た
金

額
同

法
第

条
の

９
第

（

」
を
「

6
8

1
5

（

6
8

」
に
、
「

）
」
を
「

）

4
2

1
1

」
に
改
め
る
。

６
項

又
は

第
７

項
部

分
を

除
く

部
分

を
除

く
及

び
第

条
の

第
５

項
。

。

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三

（
別
紙
⑧
）

挿
入

並
び

に
み

な
し

配
当

金
額

の
一

部
の

還
付

を
受

け
た

額
若

し

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
記
載
要
領
１
中
「

」
を
削
り
、
「

く
は

第
項

又
は

地
方

税
法

施
行

令
の

一
部

を
改

正
す

る
政

令
昭

和
年

政
令

第
号

附
則

第
３

条
第

２
項

の
規

定
に

1
5

（

4
2

1
1
4

）」
を
「

1
5

」
に
改
め
、

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
る

同
令

に
よ

る
改

正
前

の
政

令
第

９
条

第
２

項
又

は
第

項

「

2
1

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
二
の
三
記
載
要
領
２
中
「

2
1

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
二
の
三

又
は

第
号

様
式

又
は

第
号

様
式

み
な

し
配

当
金

額
の

う
ち

還
付

を
受

け
た

額
②

の
欄

を
除

く

記
載
要
領
３
及
び
同
様
式
別
表
二
の
三
記
載
要
領
４
中
「
（
「

」
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）
」
を
削
る
。

。
第
二
十
号
様
式
別
表
三
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
別
表
三
記
載
要
領
２
中
「

2
1

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
三

又
は

第
号

様
式

記
載
要
領
４

中
「

4
8

1
3

2
2

」
を
「

4
8

1
3

1
9

」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
三
記
載
要
領
４

中
「

4
8

第
条

の
第

項
第

条
の

第
項

第
(1)

(2)

1
3

3
1

」
を
「

4
8

1
3

2
6

」
に
改
め
る
。

条
の

第
項

第
条

の
第

項

第
二
十
号
様
式
別
表
四
記
載
要
領
２
中
「

2
1

」
を
削
り
、
同
様
式
別
表
四
記
載
要
領
４

及
び
同
様
式
別
表

又
は

第
号

様
式

(2)

四
記
載
要
領
５

中
「

4
8

1
3

1
9

」
を
「

4
8

1
3

1
6

」
に
改
め
る
。

第
条

の
第

項
第

条
の

第
項

(2)

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
二
記
載
要
領
２
中
「

2
1

」
を
削
る
。

又
は

第
号

様
式

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
二
の
三
記
載
要
領
１
中
「

4
8

1
3

1
9

」
を
「

4
8

1
3

1
6

」
に
改
め
る
。

第
条

の
第

項
第

条
の

第
項

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
二
の
四
記
載
要
領
１
中
「

4
8

1
3

2
2

」
を
「

4
8

1
3

1
9

」
に
改
め
る
。

第
条

の
第

項
第

条
の

第
項

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
二
の
五
記
載
要
領
１
中
「

4
8

1
3

3
1

」
を
「

4
8

1
3

2
6

」
に
改
め
る
。

第
条

の
第

項
第

条
の

第
項

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
記
載
要
領
中
「

2
1

2
2

」
を
削
る
。

第
号

様
式

第
号

様
式

、
、

第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式

削
除
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み
な

し
配

当
の

％
相

当
額

の
控

除
額

③
国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
第
二
十
二
号
の
二
様
式
の
表
中
「

2
5

」
を
「

者
の

数
の

増
加

に
係

る
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額
③

差
引

計
①

＋
②

－
③

－

」
に
改
め
、
「
別
紙
⑨

挿
入
」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
１
及
び
同
様
式
記
載
要
領

④
＋

⑤
＋

⑥
＋

⑦
⑧

差
引

計
①

＋
②

＋
③

－
④

＋
⑤

⑥

２
中
「

2
0

2
1

2
2

」
を
「

2
0

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領

第
号

の
２

様
式

第
号

様
式

又
は

第
号

様
式

又
は

第
号

の
２

様
式

、
、

当
期

中
の

残
余

財
産

の
一

部
の

分
配

又
は

引
渡

し
の

額
の

う
ち

清
算

所
得

に
相

当
す

る
部

分
の

金
額

に
係

る
法

人
税

相

３
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要

当
額

⑦
退

職
年

金
等

積
立

金
に

係
る

法
人

税
額

⑤
差

引
計

⑧
差

引
計

⑥

領
５
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

差
引

計
⑧

差
引

計
⑥

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
に
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た
場

合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
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規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
号
様
式
、
第
九
号
様
式
、
第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

法
人
の
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事

業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り

納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
）
に
係
る
旧
規
則
第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。


